
令和元年１１月後期定例会 議事録 

・開催日時 令和元年１１月２２日（水曜日） １３時２７分～１６時３７分 
・開催場所 人事委員会室 
・出 席 者 （委 員）中野委員長 松尾委員 内田委員 
     （事務局）稲冨事務局長 角田副事務局長 古沢人事主幹 

鶴澤係長 安田係長 江口係長 安心院主事 

 

○議事事項 

１ 令和元年１１月前期定例会議事録について 
 
  佐賀県人事委員会議事規則第７条第２項の規定に基づき、前回定例会の議事録について、承認
することを決定した。 
 
２ 地方公務員法第５条第２項の規定に基づく意見について 
 
11月定例県議会に提案される２件の条例（案）について、内容を検討した結果、佐賀県議会議
長から地方公務員法第５条第２項の規定に基づき意見を求められた場合には、異議がない旨回答
することを決定した。 
 
【説明】 
 Ⅰ 乙第81号議案 佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例（案） 
 
  １ 改正の理由 
    令和元年10月８日付け佐賀県人事委員会勧告に鑑み、佐賀県職員の給与改定等を行うため。 
 

２ 改正の内容 
(1) 佐賀県職員給与条例の一部改正 

 改正の内容 
 

該当条項 
摘要 

ア 令和元年の勤勉手当の支給割合の改定 

６月期の勤勉手当の支給割合 

再任用職員以外 92.5/100 

上記のうち特定幹部職員 112.5/100 

12月期の勤勉手当の支給割合の改定 

再任用職員以外 92.5/100⇒97.5/100 

上記のうち特定幹部職員112.5/100⇒117.5/100 

R元勧告

どおり 

 

条例第1条による改正後

の第17条の４ 

イ 令和元年公民較差による給料表の改定 R元勧告

どおり 

条例第１条による改正

後の別表第１～第４(第

３条関係) 



ウ 令和２年６月期以降の勤勉手当の支給割合の改

定（６月期、12月期の割合を平準化） 

再任用職員以外 

６月92.5/100、12月97.5/100⇒95/100 

上記のうち特定幹部職員 

６月112.5/100、12月117.5/100⇒115/100 

R元勧告

どおり 

条例第２条による改正

後の第17条の４ 

(2)  一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正 

 改正の内容 
 

該当条項 
摘要 

エ 令和元年の期末手当の支給割合の改定 

６月期の期末手当の支給割合 

167.5/100 

12月期の期末手当の支給割合の改定 

167.5/100⇒172.5/100 

R元勧告

どおり 

条例第５条による改正

後の第８条 

その他規定の整理  条例第５条による改正

後の第５条及び第７条 

オ 令和２年６月期以降の勤勉手当の支給割合の改

定（６月期、12月期の割合を平準化） 

６月167.5/100、12月172.5/100⇒170/100 

R元勧告

どおり 

条例第６条による改正

後の第８条 

(3) 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例の一部改正 

 改正の内容 
 

該当条項 
摘要 

カ 令和元年の期末手当の支給割合の改定 

６月期の期末手当の支給割合 

167.5/100 

12月期の期末手当の支給割合の改定 

167.5/100⇒172.5/100 

R元勧告

どおり 

 

条例第７条による改正

後の第６条 

キ 令和２年６月期以降の勤勉手当の支給割合の改

定（６月期、12月期の割合を平準化） 

６月167.5/100、12月172.5/100⇒170/100 

R元勧告

どおり 

条例第８条による改正

後の第６条 

 
３ 施行期日等 
(1) 施行期日 
・２の表中 ア・イ・エ・カ         公布の日 
・同 ウ・オ・キ             令和２年４月１日 

(2) 適用日 
・２の表中 イ              平成31年４月１日 
・同 ア・エ・カ            令和元年12月１日 

 
４ 検討内容 
本件条例の内容は、令和元年 10 月８日付け佐賀県人事委員会勧告を踏まえたものとなっ

ており、異議ないものと認められる。 
 
 



Ⅱ 乙第85号議案 佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例（案） 
  
  １ 改正の理由 
    令和元年10月８日付け佐賀県人事委員会勧告に鑑み、佐賀県公立学校職員の給与改定を行

う等のため。 
 
 ２ 改正の内容 

 改正の内容 
 

該当条項 
摘要 

ア 令和元年の勤勉手当の支給割合の改定 

６月期の勤勉手当の支給割合 

再任用職員以外 92.5/100 

上記のうち特定幹部職員 112.5/100 

12月期の勤勉手当の支給割合の改定 

再任用職員以外 92.5/100⇒97.5/100 

上記のうち特定幹部職員112.5/100⇒117.5/100 

R元勧告

どおり 

 

条例第 1条による改正

後の第21条 

イ 令和元年公民較差による給料表の改定 R 元勧告

どおり 

条例第1条による改正

後の別表第１～第４

(第５条関係) 

ウ 令和２年６月期以降の勤勉手当の支給割合の改

定（６月期、12月期の割合を平準化） 

再任用職員以外 

６月92.5/100、12月97.5/100⇒95/100 

上記のうち特定幹部職員  

６月112.5/100、12月117.5/100⇒115/100 

R 元勧告

どおり 

条例第２条による改正

後の第21条 

エ 号給の増設に係る給料表の改定 R 元勧告

どおり 

条例第２条による改正

後の別表第１～第２

(第５条関係) 

   

３ 施行期日等 
(1) 施行期日 
・２の表中 ア・イ           公布の日 
・同 ウ・エ              令和２年４月１日 

(2) 適用日 
・２の表中 イ            平成31年４月１日 
・同 ア                令和元年12月１日 

 
４ 検討内容 
本件条例の内容は、令和元年 10 月８日付け佐賀県人事委員会勧告を踏まえたものとなっ

ており、異議ないものと認められる。 
 
 
 
 
 



３ 令和元年度佐賀県職員採用試験〔民間企業等職務経験者（ＵＪＩターン枠）〕の最終合格者の
決定について 
 
佐賀県職員の任用に関する規則第１１条第１項の規定により、佐賀県職員採用試験〔民間企業
等職務経験者（ＵＪＩターン枠）〕の最終合格者（採用候補者名簿への登載者）について、原案の
とおり決定した。 
 
【説明】 
最終合格者数 
・ＵＪＩターン枠（行政）      １８名 
・ＵＪＩターン枠（総合土木）     ４名 
・ＵＪＩターン枠（建築）       １名 
 

４ 令和元年度佐賀県職員採用試験〔民間企業等職務経験者（社会人経験枠）〕の最終合格者の決
定について 
 
佐賀県職員の任用に関する規則第１１条第１項の規定により、佐賀県職員採用試験〔民間企業
等職務経験者（社会人経験枠）〕の最終合格者（採用候補者名簿への登載者）について、原案のと
おり決定した。 
 
【説明】 
最終合格者数 
・社会人経験枠（行政）       ６名 
・社会人経験枠（教育行政）     ２名 

 
５ 令和元年度佐賀県職員採用試験（短期大学卒業程度・高等学校卒業程度）の最終合格者の決定
について 
 
佐賀県職員の任用に関する規則第１１条第１項の規定により、佐賀県職員採用試験（短期大学
卒業程度・高等学校卒業程度）の最終合格者（採用候補者名簿への登載者）について、原案のと
おり決定した。 
 
【説明】 
最終合格者数 
・短期大学卒業程度         ３名 
・高等学校卒業程度        ３０名 

 
６ 会計年度任用職員制度の導入等に伴う関係規則等の制定及び一部改正について 
 
（１）佐賀県会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則の制定について 

 
制定内容について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 
 なお、今後、字句等の修正があった場合は、事務局長で対応することについて了承された。 
 
 
 



【説明】 
１ 制定の理由 
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成29年法律第29号）が公布さ

れ、新たに会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、職員の勤務時間、休暇等に
関する条例（以下「条例」という｡）の一部が改正され、条例第24条の３において、会計
年度任用職員の勤務時間、休暇等については、人事委員会規則の定める基準に従い任命
権者が定めるとされたことから、当該基準を定める必要があるため。 
 
２ 制定の内容 
  条例の規定により人事委員会規則で定めることとされた、会計年度任用職員の勤務時
間、休暇等の基準について、以下のとおり定めることとした。 

 
 

    ３ 施行期日 
      令和２年４月１日 
 
（２）公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する規則の一部改正について 

 
改正内容について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 
 
【説明】 
１ 改正の理由 
地方公務員法の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要があるため。 
 
２ 改正の内容 
 地方公務員法の引用条項を改めることとした。（第３条関係） 

 
    ３ 施行期日 
      令和２年４月１日 
 
（３）外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正について 

 
改正内容について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 
 
 
 



【説明】 
１ 改正の理由 
地方公務員法の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要があるため。 
 
２ 改正の内容 
  地方公務員法の引用条項を改めることとした。（第２条関係） 

 
    ３ 施行期日 
      令和２年４月１日 
 
（４）復職時等における号給の調整の運用についての一部改正について 

 
改正内容について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 
 
【説明】 
１ 改正の理由 
会計年度任用職員に係る勤務条件等を定めるため、佐賀県職員の育児休業等に関する

条例（以下「条例」という。）の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行う必要が
あるため。 
 
２ 改正の内容 
 育児休業をした職員の職務復帰後の号給の調整について、条例において育児休業をし
た職員から会計年度任用職員が除かれたことから、運用通知においても会計年度任用職
員を除くこととした。 

 
    ３ 適用日 
      令和２年４月１日 
 
（５）佐賀県職員の任用に関する規則の一部改正について 

 
改正内容について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 
 
【説明】 
１ 改正の理由 
地方公務員法の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要があるため。 
 
２ 改正の内容 
（１） 会計年度任用職員の条件付採用期間及びその延長に関する事項を定めることと

した。（第８条関係） 
（２） 選考により採用できる職に会計年度任用職員を追加することとした。（第10条の

６関係） 
（３） 会計年度任用職員の採用のための選考に関する事項について、任命権者に委任

することとした。（第25条関係） 
（４） その他所要の改正を行う。 

 
 



    ３ 施行期日 
      令和２年４月１日 
 
（６）採用選考取扱要領の一部改正について 

 
改正内容について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 
 
【説明】 
１ 改正の内容 
佐賀県職員の任用に関する規則の一部改正に伴い、引用条項の改正を行う。 

 
    ２ 施行期日 
      令和２年４月１日 
 
（７）佐賀県人事委員会事務局処務規程の一部改正について 

 
改正内容について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 
 
【説明】 
１ 改正の理由 
佐賀県職員の任用に関する規則の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要があるため。 
 
２ 改正の内容 
（１） 事務局長が専決することができる事務に、会計年度任用職員をもって補充しよ

うとする職への採用の選考に関することを加えることとした。（別表関係） 
（２） その他所要の改正を行う。 

 
    ３ 施行期日 
      令和２年４月１日 
 
７ 成年被後見人等に係る欠格条項の見直し等に伴う関係規則等の一部改正について 
 
（１）期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正について 

 
改正内容について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 
 
【説明】 
１ 改正の理由 
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るため、佐賀県職員給与条例及

び佐賀県公立学校職員給与条例の一部が改正されたこと等に伴い、期末手当及び勤勉手
当に関する規則の一部を改正する必要があるため。 
 
 
 
 
 



２ 改正の内容 
（１） 基準日前１箇月以内の退職者等で期末手当又は勤勉手当を支給されない職員の

規定について改めることとした。（第２条及び第７条関係） 
（２） その他所要の改正を行う。 

     
３ 施行期日 

      令和元年12月14日 
 
（２）期末手当及び勤勉手当の運用についての一部改正について 

 
改正内容について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 
 
【説明】 
１ 改正の内容 

      成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るため、佐賀県職員給与条例の
一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行う。 
 

    ２ 適用日 
      令和元年12月14日 
 
８ 組織改正等に伴う関係規則等の一部改正について 
 
（１）佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正について 

 
改正内容について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 
 
【説明】 
１ 改正の理由 
令和元年11月25日付け組織改正等に伴い、管理職手当を支給する職を改める必要があ

るため。 
 
２ 改正の内容 
 職の新設に伴うもの（別表第１関係）  
  ・スポーツ総括監 ２種 
 

    ３ 施行期日 
      令和元年11月25日 
 
（２）期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正について 

 
改正内容について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 
 
 
 
 
 



【説明】 
１ 改正の理由 
令和元年11月25日付け組織改正等に伴い、期末手当及び勤勉手当の基礎額に加算を受

ける職員を改める必要があるため。 
 
２ 改正の内容 
  期末手当及び勤勉手当の基礎額に加算を受ける管理又は監督の地位にある職員につい
て、スポーツ総括監を追加することとした。（第４条の４関係） 
 

    ３ 施行期日 
      令和元年11月25日 
 
（３）管理職員等の範囲を定める規則の一部改正について 

 
改正内容について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 
 
【説明】 
１ 改正の理由 
令和元年11月25日付け組織改正等に伴い、管理職員等の範囲について所要の改正を行

う必要があるため。 
 
２ 改正の内容 
 次の職について職の新設に伴い新たに指定することとした。（別表関係） 
   ○本庁 
    ・（地域交流部文化・スポーツ交流局）スポーツ総括監 
 

    ３ 施行期日 
      令和元年11月25日 
 
（４）級別職務区分表の一部改正について 

 
改正内容について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 
 【説明】 
１ 改正内容 
行政職給料表級別職務区分表 

部局 所属名 職名 職務の級 備考 

知事 
地域交流部 
文化・スポ
ーツ交流局 

スポーツ総括監 ８級 職の新設 

知事 
地域交流部 
文化・スポ
ーツ交流局 

推進監 
推進監（困難） 

６級 
７級 

規定の整理 
（部付→局付） 

 



２ 適用日 
令和元年11月25日 

 

○報告事項 

１ 一般職の任期付職員の選考の実施について 
 

一般職の任期付職員の選考の実施について、事務局から概要を報告した。 
 

○その他 

１ 行事予定について 
 
２ 会計年度任用職員について 


